
◆高額医療費
1か月に支払う医療費の自己負担限度額が高

額になった時は、申請すれば老人保健制度と同
様に限度額を超えた額が高額医療費として支給
されます。

「後期高齢者医療制度」について
お知らせします

平成20年4月から、75歳以上の方（65歳以上の一定の障害がある方を含む）を対象として始まる後期
高齢者医療制度。自己負担割合や納期などが決まりましたのでお知らせします。

市民課国保年金係　244-3113
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負担割合世帯の総所得金額
医療機関に後期高齢者医療被保険者証を提

示すれば、医療の給付が受けられます（右表
参照）。ただし、負担割合は、所得区分によっ
て異なります。

同じ世帯に現役並み（課税所得145万円以上）の
所得のある後期高齢者医療の被保険者がいる世帯
同じ世帯に市民税のかかっている人が
一人でもいる世帯

世帯全員に市民税がかかっていない世帯

3割負担

一般

1割軽減

◆被保険者証（保険証）などを郵送します
老人医療受給者証（以下受給者証）をお持ちの方に、新しい後期高齢者医療制度

の保険証を郵送します。現在の受給者証と同じくらいの大きさで、オレンジ色（裏
面は白色）です。3月20日(木)前後に発送を予定していますが、3月中に新しい保険
証が届かない場合は、市民課国保年金係 (※1) にお問い合わせください。
保険証以外に限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ち

の方は、後期高齢者医療制度の認定証や受療証も一緒に郵送します。

現在、受給者証をお持ちでない方でも、3月2日(日)から4月30日(水)までに75歳
になる方には、受給者証をお持ちの方と同様、保険証を郵送します。
ただし、4月2日(水)以降の誕生日の方は、後期高齢者医療制度の保険証の効力が

発生するのは、誕生日以降です。それまでは、現在お持ちの国民健康保険証や健康
保険組合などの保険証をお使いください。

また、3月2日(日)以降に75歳になる方で、国民健康保険や健康保険組合などの減
額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの方は、新たに申請する必要があります。
5月以降に75歳になる方は、誕生日の前の月に、後期高齢者医療制度の保険証を郵
送します。
(※1)…県外の市区町村が発行する受給者証を居住地特例でお持ちの方は、該当する市区町村にお問い合わせください。

◆医療費の自己負担割合
所得区分

世帯全員に市民税がかかっていない世帯のうち、全員の
所得が一定の基準に満たないとき低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

現役並み所得者

◆高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の被保険者において、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合に高額医療合算

介護サービス費として支給されます。

合算の自己負担限度額(※2)

67万円（89万円）

56万円（75万円）

31万円（41万円）

一般

所得区分

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

現役並み所得者

19万円（25万円）

◇支給対象期間の1年間とは、8月から翌年の7月までの12か月となり、初年度に限
り、平成20年4月から平成21年7月までの16か月となります。ただし、16か月
間で算出した金額が平成20年8月から平成21年7月までの12か月で算出した金額
より下回る場合は、12か月で算出した金額を支給します。

（※2）…（ ）内の金額は、16か月間の自己負担限度額です。

4月から
スタート
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厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
特
定

疾
病
（
人
工
腎
臓
が
必
要
な
慢
性

腎
不
全
、
血
友
病
、
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
を
投

与
し
て
い
る
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
）

で
、
長
期
に
医
療
費
の
負
担
額
が
高
額
の

場
合
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

特
定
疾
病
の
場
合
は
、「
特
定
疾

病
療
養
受
療
証
」
の
交
付
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
で
治
療
を

受
け
た
方
は
、
そ
の
病
気
の
治
療
の
た
め

に
支
払
う
医
療
費
は
、
１
か
月
ひ
と
つ
の

医
療
機
関
で
入
院
・
外
来
そ
れ
ぞ
れ
１
万

円
ま
で
と
な
り
ま
す
。

入
院
を
す
る
場
合
の
食
費
は
ど
の

よ
う
に
な
り
ま
す
か
？

入
院
し
た
時
の
食
事
代
は
、
老
人

保
健
制
度
と
同
様
に
１
食
あ
た
り

の
標
準
負
担
額
を
負
担
し
ま
す
。

高
齢
者
医
療
制
度
Q
&
A

標準負担額

260円一般の方（低所得以外の方）

所得区分

過去12か月の入院日
数が90日以下低所得Ⅱ

入院時の食事代の標準負担額（1食あたり）

過去12か月の入院日数
が90日を超えている

低所得Ⅰ

210円

160円

100円

◇低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標
準負担額減額認定証」が必要です。事前
に申請してください。

療
養
病
床
に
入
院
し
た
時
の
食

費
・
居
住
費
の
負
担
は
ど
の
よ
う

に
な
り
ま
す
か
？

療
養
病
床
に
入
院
し
た
方
は
、
介

護
保
険
制
度
と
同
様
に
食
費
や
居

住
費
に
関
す
る
負
担
と
し
て
、
食
費
に
つ

い
て
は
、
１
食
ご
と
に
、
居
住
費
に
つ
い

て
は
、
１
日
ご
と
に
標
準
負
担
額
を
負
担

し
て
く
だ
さ
い
。

標準負担額

食費　　460円/食
居住費　320円/日

一般の方（低所得以外の方）

所得区分

低所得Ⅱ

年金受給額が
80万円以下の方

低所得Ⅰ
老齢福祉年金を
受給している方

食費　 210円/食
居住費 320円/日

食費　　100円/食
居住費　 0円/日

食費　 130円/食
居住費 320円/日

療養病床の標準負担額

医
療
機
関
で
全
額
自
己
負
担
し
た

場
合
は
、
ど
う
な
り
ま
す
か
？

か
か
っ
た
医
療
費
を
医
療
機
関
に

全
額
支
払
い
、
後
か
ら
払
い
戻
し

の
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
自
己
負

担
分
を
除
い
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
民
課
国
保
年
金
係
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
時
に
葬
祭

費
は
支
給
さ
れ
ま
す
か
？

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
時
は
、
葬

祭
を
行
っ
た
方
に
対
し
て
葬
祭
費

と
し
て
５
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

事
故
に
遭
っ
た
時
は
、
届
け
出
が

必
要
で
す
か
？

交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
の
行
為

に
よ
っ
て
け
が
を
し
て
治
療
を
受

け
る
時
は
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が
医
療

費
を
負
担
す
る
の
で
す
が
、
市
民
課
国
保

年
金
係
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
で
治
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
先
に
加
害
者
か
ら
治
療
費

を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
た

り
し
て
し
ま
う
と
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

示
談
の
前
に
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
本
紙
１
月

１
日
号
４
・
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。


